
  名立区  名立大町

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

名立区

名立大町

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・水路の老朽化による施設の水漏れや夏場の水不足及び耕作者の減少により用水等の維持管理が大変である。
・鳥獣による水路や畦畔に被害が発生。
・高齢化と後継者の不在、耕作条件の悪い農地が多く受け手が不在。
・小規模農家の老朽化した農業機械の更新が難しい。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・集落内で協力しながら現状を維持する。

2.8

1.4

0.2

1.2

0.0

0.0

上越市 名立大町 平成24年4月 令和3年2月

2.8

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月
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  名立区  名立大町

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

到達 基本構想水準到達者

10.8 1.2

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 2 8.2 1.2

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

水稲 10.0 1.0

2 その他 B 水稲 0.8 0.2

1 認農 A 水稲 7.4 1.0

水稲 0.8 0.2

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)
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  名立区  名立大町

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ計  0.0 0.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

3/3



  名立区  赤野俣

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

名立区

赤野俣

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・耕作者の高齢化と後継者の不在。
・山間地の農地は面積が小さく耕作や用水管理など負担が大きい。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・高齢化や後継者不足のため、集落内で協力しながら現状を維持していくほか、他地域の認定農業者などの受け入れ
を促進することにより対応していく。

1.9

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

上越市 赤野俣 平成24年4月 令和3年2月

1.9

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月
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  名立区  赤野俣

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

到達 基本構想水準到達者

0.0 0.0

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 0 0.0 0.0

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)
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  名立区  赤野俣

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ計  0.0 0.0 0.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

3/3



  名立区  大菅

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

4.4

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

上越市 大菅 平成24年4月 令和3年2月

4.4

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・高齢化が進み、現状を維持するだけで精一杯であり、後継者が不在。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・集落内で協力して現状を維持していく。

名立区

大菅

1/3



  名立区  大菅

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

水稲 1.3 0.3

2 認農 B 水稲 7.4 0.2

1 認農 A 水稲 1.3 0.3

水稲 10.0 0.2

4 その他 D 水稲 0.3 0.1 .水稲 0.3 0.1

3 認農 C 水稲 1.7 0.2 水稲 1.7 0.2

6

5

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

13.3 0.8

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 4 10.7 0.8

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  大菅

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

2

1

4

3

6

5

8

7

計  0.0 0.0

10

9

3/3



  名立区  谷口

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

2.3

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

上越市 谷口 平成24年4月 令和3年2月

2.3

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・耕作者の高齢化と後継者の不在。
・耕作条件が悪く、農地の受け手がいない。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・農地利用は、中心経営体である集落内の認定農業者が担うほか、集落外の認定農業者等の受け入れを促進してい
く。

名立区

谷口

1/3



  名立区  谷口

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

水稲 1.7 1.6

2 認農 B 水稲 7.4 0.2

1 認農 A 水稲 1.7 1.6

水稲 10.0 0.2

4

3 その他 C 水稲 0.3 0.2 水稲 0.3 0.2

6

5

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

12.0 2.0

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 3 9.3 2.0

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  谷口

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし

 ５）　その他

なし

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

2

1

4

3

6

5

8

7

計  0.0 0.0

10

9

3/3



  名立区  車路

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 ■ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

4.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

上越市 車路 平成24年4月 令和3年2月

4.0

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・高齢化による今後の農地維持。
・経年劣化した農業用用水路施設（頭首工）の維持管理と更新。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・集落外の認定農業者などの受け入れを促進していく。

名立区

車路

1/3



  名立区  車路

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

水稲 10.0 0.7

2 認農 B 水稲 2.8 0.3

1 認農 A 水稲 7.4 0.7

水稲 2.8 0.3

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

12.8 1.0

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 2 10.2 1.0

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  車路

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

集落で相談し受け手となる他集落の認定農業者を探す。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし・

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

2

1

4

3

6

5

8

7

計  0.0 0.0

10

9
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  名立区  下名立

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 ■ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

（躰畑）
・経営規模が小さく、それぞれが大型農機具を所有するなど、採算が取れない農家が多い。
・用水が整備されていないところでは水利が悪く、耕作放棄につながっている。
・後継者がおらず、将来の農地維持の姿が見通せない。
（田野上）
・経営規模が小さく、それぞれが大型農機具を所有するなど、採算が取れない農家が多い。
・用水が整備されていないところでは水利が悪く、耕作放棄につながっている。
・後継者がおらず、将来の農地維持の姿が見通せない。
（杉野瀬）
・経営規模が小さく、それぞれが大型農機具を所有するなど、採算が取れない農家が多い。
・後継者がおらず、将来の農地維持の姿が見通せない。

・認定農業者等に農地の集約化を図っていく。
・集落内及び近隣集落で話し合い、圃場整備が完了しているなどの条件の良い農地の維持を図っていく。
・集落内に後継者が少ないことから、集落外から入り作を希望する農家の受け入れを促進していく。

18.8

4.2

0.0

4.2

0.0

0.7

0.0

0.7

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

名立区

下名立

18.8

上越市 躰畑、田野上、
杉野瀬 平成24年4月 令和3年1月
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  名立区  下名立

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）
備考

経営作物 経営作物

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

到達 基本構想水準到達者

計 4 6.6 6.4 7.3 7.1

12

11

10

9

8

7

6

5 その他 E 水稲 0.8 0.8 水稲 1.3 1.3

4 その他 D 水稲 0.6 0.6 水稲 0.6 0.6

3 その他 C 水稲 1.0 1.0 水稲 1.2 1.2

2 認農 B 水稲 2.9 2.9 水稲 2.9 2.9

1 認農 A 水稲 1.3 1.1 水稲 1.3 1.1

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

経営面積(ha) 経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)
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  名立区  下名立

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

・なし。

・農業をリタイアする人の農地は、原則として機構に貸し付ける。ただし、速やかな対応が必要な場合は、出し手と
借り手の相対の話し合いで賃貸借を行う。

・圃場整備は概ね完了していることから、将来的に取組みは行わない。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

 ２）　基盤整備への取組方針

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

 ５）　その他

・水稲の不作付け地に、山菜などの作付けを行い、農地の維持を図る。生産物の販路確保に努める。

・貸し手と借り手の相対の手続きを基本とし、集落内で農家組合長などの役員を中心に話し合いを進める。

10

計  0.0 0.7 0.0

8

9

6

7

4

5

2 G 0.5 未定 R3.4 E

3

貸付等の区分（ｈａ）

1 F 0.2 未定 R3.4 C

No. 出し手
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

3/3



  名立区  中部

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 ■ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

23.1

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

上越市 丸田、濁沢、折居、峠 平成24年4月 令和3年2月

23.1

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

（丸田）
・70歳以上の耕作者が多く、後継者がいない農業者が多いため、新たな農地の受け手が必要。
（濁沢）
・70歳以上の耕作者が多く、後継者がいない農業者が多いため、新たな農地の受け手が必要。
（折居）
・70歳以上の耕作者が多く、後継者がいない農業者が多いため、新たな農地の受け手が必要。
（峠）
・ほとんどの農業者が80歳を超え、また、後継者もいないのが現状であり、新たな農地の受け手が必要。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・担い手不足のため、隣接集落等の希望する認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進していく。

名立区

中部
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  名立区  中部

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

水稲 2.8 2.5

2 認農 B 水稲 7.4 1.8

1 認農 A 水稲 2.8 2.5

水稲 10.0 1.8

4 その他 D 水稲 2.6 2.6 水稲 2.6 2.6

3 その他 C 水稲 2.9 2.9 水稲 2.9 2.9

6

5 その他 E 水稲 1.7 1.7 水稲 1.7 1.7

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

20.0 11.5

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 5 17.4 11.5

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  中部

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

2

1

4

3

6

5

8

7

計  0.0 0.0

10

9
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  名立区  名南

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

（森）
　・後継者が不在で新たな受け手がいない。
　・.現在の耕作面積を維持することが困難になっている。
（池田）
　・後継者が不在で新たな受け手がいない。
　・.現在の耕作面積を維持することが困難になっている。
（桂谷）
　・後継者が不在で新たな受け手がいない。
　・.現在の耕作面積を維持することが困難になっている。

・地区内で協力しながら現状を維持していく。

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

13.1

7.9

0.0

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

名立区

名南

13.3

上越市 池田、森、桂 平成24年4月 令和3年2月
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  名立区  名南

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）
備考

経営作物 経営作物

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

到達 基本構想水準到達者

計 2 2.5 2.4 2.5 2.4

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2 その他 B 水稲 1.0 0.9 水稲 1.0 0.9

1 認農 A 水稲 1.5 1.5 水稲 1.5 1.5

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

経営面積(ha) 経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)
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  名立区  名南

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

なし。

農業をリタイヤする人は、原則として農地を機構等の機構等に貸し付ける。

基盤整備の予定なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

 ２）　基盤整備への取組方針

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

 ５）　その他

なし。

なし。

10

計  0.0 0.0

8

9

6

7

4

5

2

3

貸付等の区分（ｈａ）

1

No. 出し手
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

3/3



  名立区  折戸・平谷

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 ■ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

15.0

6.0

0.0

6.0

0.0

3.0

上越市 折平 平成24年4月 令和3年2月

19.3

1.8

1.2

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・耕作者の高齢化及び減少により農業用水路の維持管理経費及び労力の負担が大きく、これ以上進むと農業の継続
が難しくなる。
・山間地の耕作条件の悪い農地も点在し、農地の受け手がいない。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・集落内に専業・兼業の中心経営体が複数人おり、当面は集落内で協力し耕地面積を維持し、集落内の中心経営体が
効率的に営農作業が継続できるよう農地の集積化を図る。

名立区

折戸・平谷

1/3



  名立区  折戸・平谷

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

水稲 3.1ha. 3.1ha.

2 その他 B 水稲 2.7ha. 2.5ｈａ.

1 認農 A 水稲 3.1ha. 3.1ha.

水稲 4.0ha. 3.5ｈａ.

4 その他 D 水稲 1.2ha. 0.9ｈａ. 水稲 3.0ha. 1.5ｈａ.

3 認農 C 水稲 7.4ha. 4.0ｈａ. 水稲 10.0ha. 5.0ｈａ.

6 認農 F 肥育牛  98頭 98頭 肥育牛 １２０頭 １２０頭

5 その他 E 水稲 1.1ha. 1.1ｈａ. 水稲 1.5ha. 1.5ｈａ.

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

21.6 14.6

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 6 15.5 11.6

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  折戸・平谷

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

未定 未定

2 H 0.5 未定 未定 未定

1 G 1.0 未定

未定 未定

4

3 I 0.3 未定

6

5

8

7

計  1.8ha 0.0

10

9

3/3



  名立区  東蒲生田

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 ■ 無

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

上越市 東蒲生田 平成24年4月 令和3年2月

1.1

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・高齢化が進み、後継者も不在で、農業を継続することが困難になってきている。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・集落内で協力しながら現状を維持する。

名立区

東蒲生田

1/3



  名立区  東蒲生田

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

到達 基本構想水準到達者

0.0 0.0

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 0 0.0 0.0

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。
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  名立区  東蒲生田

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

2

1

4

3

6

5

8

7

計  0.0 0.0 0.0

10

9

3/3



  名立区  小田島

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 □ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 □ 有 　■ 無

２　対象地区の課題

名立区

小田島

0.0

0.0

（備考）

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・面積の小さい圃場がほとんどであり、耕作を人に任せたくても引き受け手がいない。
・後継者のいる農業者も後継者の年齢が50～60代であり、さらにその次の後継者がいない。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・農地利用は、中心経営体である認定農業者が担うほか、集落内で協力しながら現状を維持する。

4.8

3.5

0.5

3.0

0.0

0.0

上越市 小田島 平成24年4月 令和3年2月

4.8

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月

1/3



  名立区  小田島

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

到達 基本構想水準到達者

2.5 0.7

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 1 2.5 0.7

認就 認定新規就農者

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

水稲 2.5 0.7

2

1 その他 A 水稲 2.5 0.7

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)

2/3



  名立区  小田島

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

Ｃ計  0.0 0.0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

なし。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

なし。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

機構の活用予定なし。

 ２）　基盤整備への取組方針

基盤整備の予定なし。
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1  名立区  不動

１　対象地区の現状

①　地区内の耕地面積　（次頁　中心経営体経営面積計　A＜B＜地区内の耕地面積） ｈａ

②　地域内の耕地面積について、ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した耕作者の耕作面積の合計 ｈａ

③　ｱﾝｹｰﾄ調査等に回答した、地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅰ　うち後継者のいる農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅱ　うち後継者のいない農業者の耕作面積の合計 ｈａ

ⅲ　うち後継者について未回答の農業者の耕作面積の合計 ｈａ

④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 Ｂ－Ａ ｈａ

⑤　農地の貸付等の意向がある耕作面積の合計 C ｈａ

⑥　今後の農地の引き受け可能耕作面積 Ｂ-Ａ-Ｃ ｈａ

基盤整備の実施状況 ■ 整備済 □ 整備中 ｈａ

農地中間管理機構利用 ■ 有 □ 無

２　対象地区の課題

注：　④の面積は、次頁の「中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から
「現状」欄の
　　　「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。

・10ａ区画程度であるが、ほとんどの農地でほ場整備が行われている。また、基幹となる用水路の整備も進
み、耕作条件は悪くはないが、ほとんどの農業者が高齢化し後継者がおらず、地域で農業を営む者が10年後
にはいなくなる可能性がある。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・現行の農地を最低限維持し、耕作を続ける。
・「集落全体で営農するイメージ」で、その受け皿となる組織を、町内会の協力も得て、中山間地域直接支
払い５期対策終期までに立ち上げ、その組織にすべての農地を集約する。
・この組織は、将来的に法人化も視野に設立を図る。

20.4

20.4

0.0

（備考）

20.4

20.4

9.4

2.8

6.6

0.0

上越市
名立区

不動 令和3年2月 令和3年2月
不動

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名 地区内集落名 作成年月 直近の更新年月
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1  名立区  不動

4　中心経営体

人 Ａ Ｂ

注1：「属性」

注1：「経営作物」欄は、詳細な作物名まで記載する必要はありません。

注2：経営面積は、特定農作業受託を含めないでください。

申請予定 今後経営を拡大し、認定農業者等の申請をする予定の農業者（備考に詳細を記載)

その他 集落の担い手であるが、認定農業者の申請は予定していない。

集 集落営農（法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断）

到達 基本構想水準到達者

20.4

認農 認定農業者（個人）

認農法 認定農業者（法人）

計 1 0.0 0.0 20.4

認就 認定新規就農者

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

令和6年頃
設立予定

2

1 集 A ー 0.0 0.0 水稲 20.4 20.4

No. 属性
農業者

(氏名・名称）

現状
今後の農地の引き受け意向

（概ね５～10年後）

備考

経営作物

経営面積(ha)

経営作物

経営面積(ha)

うち集落
内（ha)

うち集落
内（ha)
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1  名立区  不動

５　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

６　農地の貸付け等の意向

R6.4 A7 H 0.2 有

8 I 0.1 有 R6.4 A

R6.4 A

6 G 0.6 有 R6.4 A

5 F 0.3 有

R6.4 A

4 E 0.6 有 R6.4 A

3 D 0.8 有

R6.4 A

2 C 0.2 有 R6.4 A

1 B 0.3 有

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

売渡

 ３)　新規・特産化作物の導入方針

農地の条件によっては、ウドやゼンマイなどの山菜やヨモギなどの栽培に取り組む。

 ４）　賃貸借等の設定の際の相談手順

中山間地域直接支払いの集落協定を窓口にし、後継の農業者に移譲を進める。

 ５）　その他

なし。

 １）　農地中間管理機構の活用方針

高齢等の理由で離農する時には、原則として機構を通じて地元の農業者に貸し付ける。

 ２）　基盤整備への取組方針

農業の生産効率の向上や農地集積・集約を図るため、畦抜きなどの簡単な整備の必要があれば実施する。

9 J 0.5 有 R6.4 A

10 k 1.1 有 R6.4 A

11 L 0.2 有 R6.4 A

12 M 0.4 有 R6.4 A

13 N 0.6 有 R6.4 A

14 O 0.7 有 R6.4 A

15 P 0.8 有 R6.4 A
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Ｃ

売渡

計  20.4 0.0 0.0

R6.4 A

39 AN 0.2 有 R6.4 A

38 AM 0.6 有

37 AL 0.5 有 R6.4 A

16 Q 1.5 有 R6.4 A

No. 出し手

貸付等の区分（ｈａ）
農地中間
管理機構

利用
貸付時期 受け手

貸付
作業
委託

17 R 0.8 有 R6.4 A

18 S 0.6 有 R6.4 A

19 T 0.2 有 R6.4 A

20 U 1.2 有 R6.4 A

21 V 0.9 有 R6.4 A

22 W 0.6 有 R6.4 A

23 X 0.3 有 R6.4 A

24 Y 0.1 有 R6.4 A

25 Z 0.2 有 R6.4 A

26 AA 0.3 有 R6.4 A

27 AB 0.8 有 R6.4 A

28 AC 0.7 有 R6.4 A

29 AD 0.5 有 R6.4 A

30 AE 0.3 有 R6.4 A

31 AF 0.8 有 R6.4 A

32 AG 0.4 有 R6.4 A

33 AH 0.6 有 R6.4 A

34 AI 0.6 有 R6.4 A

35 AJ 0.1 有 R6.4 A

36 AK 0.2 有 R6.4 A
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	02 名立大町（過半）
	03 赤野俣（過半）
	05 大菅（過半）
	06 谷口（過半）
	07 車路（過半）
	08-09-10 下名立：躰畑、田野上、杉野瀬（過半）
	11～14 中部：丸田、濁沢、折居、峠（過半）
	15～17 名南：池田、森、桂（過半）
	18-19 折戸・平谷（過半）
	20 東蒲生田（過半）
	21 小田島（過半）
	23 不動：下瀬戸、上瀬戸、東飛山（過半）

